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(57)【要約】
【課題】入床時や退床時の不注意や誤操作によってベッ
ドサイドモニターに紐付けられている患者と実際にベッ
ドサイドモニターが取り付けられている患者とが異なっ
たままとなってしまうことを防止できるモニター管理シ
ステム及びベッドサイドモニターを提供すること。
【解決手段】判定部２０４は、モニタリング中断前に生
体情報記憶部２０３に記憶された生体情報と、モニタリ
ングが再開された後に生体情報測定部２０１によって測
定された生体情報と、を比較し、モニタリング中断前の
患者とモニタリング再開後の患者とが同一患者か否かを
判定する。通知部２０５は、判定部２０４により同一患
者でない判定結果が得られた場合、このことを通知する
。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生体情報取得部と、
　モニタリング中断前に記憶された生体情報と、モニタリングが再開された後に前記生体
情報取得部によって取得された生体情報と、を比較し、モニタリング中断前の患者とモニ
タリング再開後の患者とが同一患者か否かを判定する判定部と、
　を具備するモニター管理システム。
【請求項２】
　前記判定部により同一患者でない判定結果が得られた場合、このことを通知する通知部
を、さらに具備する、
　請求項１に記載のモニター管理システム。
【請求項３】
　前記判定部は、モニタリング中断前に記憶された心電図と、モニタリング再開後に取得
された心電図とを比較することで前記判定を行う、
　請求項１又は請求項２に記載のモニター管理システム。
【請求項４】
　前記判定部は、前記モニタリングが再開された後の前記生体情報として、モニタリング
再開後の所定期間の生体情報の平均値、又は、モニタリング再開後に所定期間が経過した
後の生体情報を用いて比較を行う、
　請求項１から請求項３のいずれか一項に記載のモニター管理システム。
【請求項５】
　生体情報測定部と、
　モニタリング中断前に生体情報記憶部に記憶された生体情報と、モニタリングが再開さ
れた後に前記生体情報測定部によって測定された生体情報と、を比較し、モニタリング中
断前の患者とモニタリング再開後の患者とが同一患者か否かを判定する判定部と、
　を具備する生体情報モニター。
【請求項６】
　前記判定部により同一患者でない判定結果が得られた場合、このことを通知する通知部
を、さらに具備する、
　請求項５に記載の生体情報モニター。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ベッドサイドモニターなどの生体情報モニターを管理するモニター管理シス
テム及び生体情報モニターに関する。
【背景技術】
【０００２】
　生体情報モニターは、生体情報（例えば、心電図、血圧及び酸素飽和度など）の計測値
及び波形を、表示部に一括表示することができる。生体情報モニターの例としては、病室
などのベッドサイドに設置して使用されるベッドサイドモニター及びナースステーション
などに設置して使用されるセントラルモニターなどがある。
【０００３】
　生体情報モニターにより表示された計測値及び波形を見ることで、医療従事者（医師及
び看護師など）は、患者の容体を把握することができる。また、生体情報モニターは一般
に、計測値の異常などが生じたときにアラーム音などにより異常を通知するアラーム機能
を有するため、医療従事者は、非常時に適切な措置を迅速にとることができる。
【０００４】
　生体情報モニターには、上記アラーム機能のほかにも、不整脈解析を行う機能、長期間
（または長時間）における計測値の経過を表示する機能、または使用環境に応じた画面を
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選択して表示させる機能など、様々な機能が付加される場合がある。
【０００５】
　ここで、ベッドサイドモニターには、一般に、「入床」、「退床」、「中断」、「継続
」などのボタンが用意されている。患者の入床時には入床ボタンが操作され、患者名や患
者ＩＤなどが入力されることで、ベッドサイドモニターと患者とが紐付けされる。退床時
には退床ボタンが操作され、その結果、ベッドサイドモニターと患者との紐付けがクリア
される。また、生体情報のモニタリングを中断する場合には中断ボタンが操作され、モニ
タリングが再開される場合には継続ボタンが操作される。ベッドサイドモニターにおける
入床操作及び退床操作については、例えば特許文献１などに記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１０－０６３４８６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、患者は入院から退院まで必ずしも１つのベッドサイドモニターを使用し続け
るわけでなく、患者は移床し別のベッドサイドモニターに付け替えられることもある。ま
た、トロリーなどの可搬式のベッドサイドモニターのように、複数のベッドで使い回され
るものもある。
【０００８】
　この時、ベッドサイドモニターの操作を誤って、患者情報を移床後の患者に変更し忘れ
ると患者情報と実患者が異なった状態で監視することとなる。この状態で監視を続けると
患者の死亡・重症化といったインシデントにつながる可能性がある。
【０００９】
　例えば、次のようなケースが考えられる。
【００１０】
　＜ケース１＞
　病院Ａの集中治療室（ＩＣＵ）に福田一郎氏が入院している。
【００１１】
　自宅で倒れていたところを家族に発見されて緊急搬送後、緊急手術後にＩＣＵで治療を
受けている。
【００１２】
　福田一郎氏はＩＣＵ入室患者の中でも重症のためナースステーション近くのベッドに入
床させたかったが空きがなく、とりあえず最も遠いベッドに入り、ベッドサイドモニター
が取り付けられ、入床操作が行われた。
【００１３】
　次の日、ナースステーション近くのベッドの患者が病棟に移床となったので、福田一郎
氏をそのベッドに移し、その床のベッドサイドモニターを取り付けた。
【００１４】
　病院Ａでは経過記録を電子カルテで記録しており、通常、ベッドサイドモニター上の患
者ＩＤと電子カルテ上の患者ＩＤとが紐づいて、ベッドサイドモニターから一定間隔で自
動的にデータが電子カルテに送信される仕組みになっている。
【００１５】
　看護師が電子カルテに経過記録を記録しようとしたところ、福田一郎氏のデータが電子
カルテ上に送信されていないことが分かった。急いでベッドサイドモニター上の情報を確
認したところ、ベッドサイドモニターには前の患者の氏名が表示されていた。
【００１６】
　看護師はベッドサイドモニター上の患者を退床処理して福田一郎氏に変更し（つまり福
田一郎氏の入床操作を行って）、患者ＩＤを正しく入力したところ、電子カルテにデータ
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が表示されることを確認した。
【００１７】
　原因は、福田一郎氏を移床した際に、移床先に配置されていたベッドサイドモニター上
で前の患者の退床操作を行い福田氏の入床操作を行わなければならないのを、モニター継
続操作を行ってしまったためであった。今回は何事もなく済んだが、アラーム設定などは
前の患者であった点が問題視され、ヒヤリハット事例として報告されることとなった。
【００１８】
　＜ケース２＞
　病院Ｂの一般病棟に、福田花子氏が入院していた。花子氏は持病の不整脈を治療後に一
時ＩＣＵに入室していたが、経過良好のため一般病棟に移床した。
【００１９】
　病院Ｂの一般病棟では、ベッド数或いは病室数よりも少ないベッドサイドモニターを、
使い回す形で運用していた。ベッドサイドモニターはセントラルモニターへ無線でデータ
を送信している。心臓の手術後と言うこともあり、別の病室からベッドサイドモニター移
動させて花子氏につなげた。
【００２０】
　ベッドサイドモニターを装着して３０分後、家族が面会に来たが、家族から「器械に表
示されている名前が娘の名前ではない」と指摘があった。
【００２１】
　看護師が確認したところ、指摘の通り患者の氏名が違っていた。調べてみると、ベッド
サイドモニターが取り付けられていた前の患者の氏名であった。
【００２２】
　病院Ｂではベッドサイドモニターのデータの収集や他システムとの連携は行っておらず
、単にベッドサイドモニターとセントラルモニターのみで運用していた。また、経過記録
の記入はモニターを目視しての紙運用であった。そのため、ベッドサイドモニターに氏名
を入力することはせずに使い回す運用をしていたが、誰かが氏名を入力してしまったよう
でそれが残っており、それに気がつかずに運用していた。
【００２３】
　本発明は、以上の点を考慮してなされたものであり、入床時や退床時の不注意や誤操作
によってベッドサイドモニターに紐付けられている患者と実際にベッドサイドモニターが
取り付けられている患者とが異なったままとなってしまうことを防止できるモニター管理
システム及び生体情報モニターを提供する。
【課題を解決するための手段】
【００２４】
　本発明のモニター管理システムの一つの態様は、
　生体情報取得部と、
　モニタリング中断前に記憶された生体情報と、モニタリングが再開された後に前記生体
情報取得部によって取得された生体情報と、を比較し、モニタリング中断前の患者とモニ
タリング再開後の患者とが同一患者か否かを判定する判定部と、
　を具備する。
【００２５】
　本発明の生体情報モニターの一つの態様は、
　生体情報測定部と、
　モニタリング中断前に生体情報記録部に記録された生体情報と、モニタリングが再開さ
れた後に前記生体情報測定部によって測定された生体情報と、を比較し、モニタリング中
断前の患者とモニタリング再開後の患者とが同一患者か否かを判定する判定部と、
　を具備する。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明によれば、入床時や退床時の不注意や誤操作によってベッドサイドモニターに紐
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付けられている患者と実際にベッドサイドモニターが取り付けられている患者とが異なっ
たままとなってしまうことを防止できるようになる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】実施の形態に係るモニター管理システムの全体構成を示す概略図
【図２】実施の形態のモニター管理システムの基本構成を示すブロック図
【図３】四肢誘導心電図を示す図
【図４】中心静脈圧の圧波形（図４Ａ）と心電図（図４Ｂ）との関係を示す図
【図５】動脈圧と心電図との関係を示す図
【図６】実施の形態の動作の説明に供するフローチャート
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下、本発明の実施の形態を、図面を参照して説明する。
【００２９】
　図１は、本発明の実施の形態に係るモニター管理システムの全体構成を示す概略図であ
る。モニター管理システム１００は、病院などに配置される。
【００３０】
　モニター管理システム１００は、複数のベッドサイドモニター１０１、１０２、１０３
と、セントラルモニター１１０と、サーバー１２０、１３０とを有し、これらがＬＡＮ（
Local Area Network）によって接続されている。なお、ベッドサイドモニター１０１、１
０２、１０３とセントラルモニター１１０との接続はＬＡＮによる有線接続に限らず、例
えば無線によって接続されてもよい。また図１では、ベッドサイドモニター１０１、１０
２、１０３が３個の例が示されているがベッドサイドモニターの数はこれに限らない。
【００３１】
　ベッドサイドモニター１０１、１０２、１０３は、それぞれ、患者の心電図や心拍数、
血圧、呼吸数などの生体情報を測定し、この生体情報を数値または波形の形式でディスプ
レイに表示する。セントラルモニター１１０は、各ベッドサイドモニター１０１、１０２
、１０３により測定された生体情報を各ベッドサイドモニター１０１、１０２、１０３か
ら受信し、それをディスプレイに表示、記録する。なお、ベッドサイドモニター１０１、
１０２、１０３及びセントラルモニター１１０は、この他にもアラーム出力などの種々の
機能を有するが、ここでの説明は省略する。
【００３２】
　ベッドサイドモニター１０１、１０２、１０３によって得られた生体情報は、サーバー
１２０、１３０に格納される。サーバー１２０はファイリングシステムのサーバーであり
、サーバー１３０は基幹システムのサーバーである。なお、図の例では、ファイリングシ
ステムのサーバー１２０と基幹システムのサーバー１３０に生体情報を格納する場合を示
したが、サーバーは１つであってもよく、また、例えばセントラルモニター１１０に多数
の患者の生体情報を格納できるような大容量の記憶部を設けたシステムの場合には、サー
バー１２０、１３０を省略することもできる。
【００３３】
　図２は、実施の形態のモニター管理システム１００の基本構成を示すブロック図である
。モニター管理システム１００は、生体情報測定部２０１と、操作部２０２と、生体情報
記憶部２０３と、判定部２０４と、通知部２０５と、を有する。本実施の形態では、生体
情報測定部２０１、操作部２０２及び判定部２０４はベッドサイドモニター１０１、１０
２、１０３に搭載され、生体情報記憶部２０３はサーバー１２０、１３０に搭載され、通
知部２０５はベッドサイドモニター１０１、１０２、１０３及びセントラルモニター１１
０に搭載されている。なお、生体情報測定部２０１、操作部２０２、生体情報記憶部２０
３、判定部２０４及び通知部２０５を全てベッドサイドモニター１０１、１０２、１０３
に搭載してもよい。
【００３４】
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　生体情報測定部２０１は、ベッドサイドモニター１０１、１０２、１０３に搭載されて
おり、患者の心電図や心拍数、血圧、呼吸数などの生体情報を測定する。測定された生体
情報は生体情報記憶部２０３に記憶される。操作部２０２は、具体的にはベッドサイドモ
ニター１０１、１０２、１０３のタッチパネルである。タッチパネルには「入床」、「退
床」、「中断」、「継続」などのボタンが表示され、医師や看護師などの医療従事者はこ
のボタンをタッチ操作することにより、ベッドサイドモニター１０１、１０２、１０３の
入床操作、退床操作、中断操作及び継続操作を行うことができる。
【００３５】
　因みに、生体情報測定部２０１は、入床操作が行われると生体情報の測定を開始する。
また、生体情報測定部２０１は、中断操作又は退床操作が行われると生体情報の測定を終
了する。なお、退床操作が行われると、ベッドサイドモニター１０１、１０２、１０３は
入床操作で設定された患者情報をクリアする。なお、中断操作が行われても、ベッドサイ
ドモニター１０１、１０２、１０３は入床操作で設定された患者情報をクリアせずに保持
し続ける。生体情報測定部２０１は、中断操作が行われた後に継続操作が行われると生体
情報の測定を再開する。
【００３６】
　判定部２０４は、生体情報記憶部２０３からモニタリング中断前、具体的には中断ボタ
ンによる中断操作が行われる前に記憶された生体情報を生体情報記憶部２０３から入力す
る。また、判定部２０４は、モニタリングが再開されたとき、具体的には継続ボタンによ
る継続操作が行われてモニタリングが再開されたときに情報測定部２０１によって測定さ
れた生体情報を入力する。そして、判定部２０４は、モニタリング中断前に生体情報記憶
部２０３に記憶された生体情報と、モニタリングが再開された後に生体情報測定部２０１
によって測定された生体情報と、を比較し、モニタリング中断前の患者とモニタリング再
開後の患者とが同一患者か否かを判定する。
【００３７】
　判定部２０４は、モニタリング中断前の患者とモニタリング再開後の患者とが同一患者
でないと判定した場合に、このことを通知部２０５を介して医療従事者に通知する。通知
部２０５は、具体的にはベッドサイドモニター１０１、１０２、１０３の表示部や音声出
力部である。これにより、医療従事者は、モニタリング中断前の患者とモニタリング再開
後の患者とが同一患者でない可能性が高いこと（つまり患者を取り違えている可能性が高
いこと）をアラームにより知ることができる。その結果、医療従事者は、適切に退床操作
及び入床操作を行うことで、ベッドサイドモニター１０１、１０２、１０３の患者の名前
やＩＤを現在生体情報を測定している患者に一致させることができる。
【００３８】
　次に、判定部２０４による判定処理について説明する。
【００３９】
　本実施の形態の判定部２０４は、
（ｉ）四肢誘導心電図（Ｉ、ＩＩ、ＩＩＩ、ａＶＲ、ａＶＬ、ａＶＦ）
（ｉｉ）中心静脈圧（ＣＶＰ）
（ｉｉｉ）動脈圧
のうちのいずれか１つ、又は２つ以上を用いて判定を行うようになっている。
【００４０】
　四肢誘導心電図を用いて判定する場合について説明する。図３に示すように、心電図に
は、Ｐ波、Ｑ波、Ｒ波、Ｓ波、Ｔ波が現れる。Ｐ波は心房の興奮過程を示し、ＱＲＳ波は
左右両心室の興奮を示し、Ｔ波は心室筋の再分極を示す。本実施の形態では、ＰＲ間隔［
ｍｓ］、ＱＲＳ間隔［ｍｓ］、ＱＴ間隔［ｍｓ］及び又はＱＲＳ軸［ｍｓ］を用いて判定
を行うようにする。なお、これら４つのパラメータ全てを用いて判定を行ってもよく、い
ずれか１つ以上を用いて判定を行ってもよい。勿論、判定に用いるパラメータを多くする
ほど判定の精度を上げることができる。判定部２０４は、モニタリング中断前とモニタリ
ング再開後でこれらのパラメータがどの程度似ているかに基づいて同一患者か否かを判定
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する。
【００４１】
　なお、電極を貼り付ける位置によって心電図の波形の高さは大きく変動してしまうので
、本実施の形態では波形の高さは用いずに、時間間隔を用いて判定を行うようになってい
る。ただし、波形の高さの比率であれば、電極貼り付け位置が変わることによる波形の高
さの変動を無視できるようになると考えられるので、モニタリング中断前と再開後の波形
の高さの比率を用いるようにしてもよい。このように、判定を行うにあたっては、電極の
貼着位置による影響が小さいパラメータを用いることが重要である。
【００４２】
　また、興奮状態、鎮静状態での心拍数の影響を低減するために、例えばＰＲ間隔とＲＴ
間隔との比を判定に用いてもよい。
【００４３】
　次に、中心静脈圧（ＣＶＰ）を用いて判定する場合について説明する。図４は、中心静
脈圧の圧波形（図４Ａ）と、心電図（図４Ｂ）との関係を示すものである。圧波形のＡ波
（右心房収縮のピーク）は心電図のＰ波（心房収縮）に対応し、圧波形のＣ波（三尖弁閉
鎖）は心電図のＱＲＳ波（心室収縮）に対応し、圧波形のＶ波（三尖弁が開く）は心電図
のＴ波（心室拡張開始）に対応する。このように、心電図と中心静脈圧とは互いに関連し
ている。よって、例えば、ＡＣ間隔、ＣＶ間隔、或いはモニタリング中断前と再開後の中
心静脈圧におけるＡＣ間隔とＣＶ間隔の比との相関関係、に基づいて同一患者か否かを判
定してもよい。つまり、モニタリング中断前とモニタリング再開後でＡＣ間隔、ＣＶ間隔
、或いはＡＣ間隔とＣＶ間隔の比がどの程度似ているかに基づいて同一患者か否かを判定
する。
【００４４】
　また、図５に示すように、動脈圧も心電図に関連しているので、動脈圧を用いて同一患
者か否かの判定を行うようにしてもよい。例えばモニタリング中断前と再開後の動脈圧に
おける収縮期と拡張期の比との相関関係に基づいて同一患者か否かを判定する。つまり、
モニタリング中断前とモニタリング再開後で収縮期と拡張期の比がどの程度似ているかに
基づいて同一患者か否かを判定する。
【００４５】
　図６は、本実施の形態の動作の説明に供するフローチャートである。
【００４６】
　ステップＳ１において、ベッドサイドモニター１０１、１０２、１０３の操作部２０２
を用いて入床処理が行われる。具体的には、医療従事者によってタッチパネルの「入床」
のボタンがタッチされ、続いて患者名や患者ＩＤが入力される。
【００４７】
　ステップＳ１における入床処理が完了すると、ステップＳ２においてベッドサイドモニ
ター１０１、１０２、１０３の生体情報測定部２０１によって各種の生体情報が測定され
、ステップＳ３において生体情報記憶部２０３によって生体情報が記憶される。
【００４８】
　続くステップＳ４において「中断」のボタンが操作されるまで、ステップＳ１及びＳ２
における測定及び記憶を続け、「中断」のボタンが操作されるとステップＳ５に移って生
体情報測定部２０１による生体情報の測定を中断する。
【００４９】
　続くステップＳ６において「継続」のボタンが操作されると、ステップＳ７において生
体情報測定部２０１による生体情報の測定を行うとともにステップＳ８において生体情報
記憶部２０３による生体情報の記憶を行う。つまり、生体情報の測定及び記憶が再開され
る。
【００５０】
　ステップＳ９では、判定部２０４が、中断前に測定された生体情報（つまりステップＳ
５による測定中断前に記憶された生体情報）と、再開後に測定された生体情報（つまりス
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テップＳ７以降に測定された生体情報）が同一患者のものか否かを判定する。
【００５１】
　判定部２０４によって生体情報が同一患者のものでないと判定されると、モニター管理
システム１００はステップＳ９からステップＳ１０に移って、通知部２０５によって同一
患者でないことを知らせる通知（アラーム）を行う。これに対して、判定部２０４によっ
て生体情報が同一患者のものであると判定されると、モニター管理システム１００はステ
ップＳ９からステップＳ２に戻って生体情報の測定及び記憶を繰り返す。
【００５２】
　なお、図６の例では、ステップＳ１０における通知を行った後にステップＳ２に戻るよ
うになっているが、通知を行った後に、医療従事者によって退床操作及び入床操作が行わ
れるのを待機し、これらの操作が行われたことを確認してから生体情報の測定及び記憶を
再開するように構成してもよい。
【００５３】
　ステップＳ６で「継続」のボタンが操作されない場合、処理はステップＳ６からステッ
プＳ１１に移り、「退床」のボタンが操作されたか否かを判断する。ステップＳ１１で「
退床」のボタンが操作されない場合、処理はステップＳ１１からステップＳ５に移って測
定中断状態を維持する。つまり、ベッドサイドモニター１０１、１０２、１０３はステッ
プＳ４で「中断」のボタンが操作された後は、「継続」のボタン又は「退床」のボタンが
操作されるまでは測定中断状態を維持する。これに対して、ステップＳ１１で「退床」の
ボタンが操作された場合、処理はステップＳ１１からステップＳ１２に移って現在ベッド
サイドモニター１０１、１０２、１０３に設定されている患者情報をクリアする。
【００５４】
　以上説明したように、本実施の形態によれば、モニタリング中断前に生体情報記憶部２
０３に記憶された生体情報と、モニタリングが再開された後に生体情報測定部２０１によ
って測定された生体情報と、を比較し、モニタリング中断前の患者とモニタリング再開後
の患者とが同一患者か否かを判定する判定部２０４を設けたことにより、入床時や退床時
の不注意や誤操作によってベッドサイドモニターに紐付けられている患者と実際にベッド
サイドモニターが取り付けられている患者とが異なったままとなってしまうことを防止で
きるようになる。
【００５５】
　上述の実施の形態は、本発明を実施するにあたっての具体化の一例を示したものに過ぎ
ず、これらによって本発明の技術的範囲が限定的に解釈されてはならないものである。す
なわち、本発明はその要旨、またはその主要な特徴から逸脱することの無い範囲で、様々
な形で実施することができる。
【００５６】
　上述の実施の形態では、判定部２０４により同一患者でない判定結果が得られた場合、
このことを通知する通知部２０５を設けた場合について述べたが、通知部２０５を設けな
い構成を用いてもよい。例えば、ベッドサイドモニター１０１、１０２、１０３やサーバ
ー１２０、１３０などに患者の氏名やＩＤとその患者の生体情報を予め格納しておき、判
定部２０４により同一患者でない判定結果が得られた場合に、生体情報を基に現在ベッド
サイドモニター１０１、１０２、１０３が取り付けられた患者を探索して、ベッドサイド
モニター１０１、１０２、１０３を自動的にその患者に設定する構成としてもよい。
【００５７】
　また、判定部２０４が比較する生体情報は、モニタリング中断の直前の生体情報と、モ
ニタリング再開の直後の生体情報とであってもよく、例えば、モニタリング中断前の所定
期間の生体情報の平均値と、モニタリング再開後の所定期間の生体情報の平均値とであっ
てもよい。特に、モニタリング再開直後は、患者が体を動かした直後である可能性が高く
、生体情報も変動が大きい状態である可能性が高い。よって、特にモニタリング再開後の
生体情報としては、モニタリング再開後の所定期間の生体情報の平均値としたり、モニタ
リング再開後に所定期間が経過した後の生体情報とすることが好ましい。
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【００５８】
　また、上述の実施の形態では、四肢誘導心電図、中心静脈圧（ＣＶＰ）、動脈圧に基づ
いて判定を行う場合について述べたが、これら以外の生体情報を用いて判定を行うように
してもよい。要は、ベッドサイドモニター１０１、１０２、１０３で測定している生体情
報のうち、高い確率で個人を同定できるような生体情報を用いて判定を行えばよい。ここ
で、どの程度の確率で個人を同定できればよいかは、システムを用いる現場によって異な
るので、これを考慮して、どの生体情報を用いるかを変更できるような構成にすることが
好ましい。
【００５９】
　因みに、上述の実施の形態において心電図を用いたのは、例えば脈拍は同一人物でも変
化があるものの、心電図の波形自体は同一人物であれば変化が小さいためである。上述の
実施の形態で例示した生体情報以外に判定に用いるのに好ましい生体情報としては、例え
ば呼気中の二酸化炭素濃度などがある。また、呼吸の仕方（肺の拘束・機能）の生体情報
も個人同定に用いることができると考えられる。
【００６０】
　また、複数の生体情報を総合的に用いて個人同定処理を行えば、より正しく個人を同定
できる。以下にその例を示す。予め保存していたモニタリング中断前の複数の生体情報と
モニタリング再開後の複数の生体情報とを比較する。判定部２０４は、予めプログラミン
グされている差分の閾値から同一患者か否かを各生体情報ごとに算出する。異なる患者で
あると判定した場合は＋１ポイントする。そして、比較に用いた生体情報の数と、合計ポ
イントとから、（合計ポイント／生体情報の数）を計算し、この計算値が規定値以上であ
れば異なる患者であると見なす。この規定値をどのような値に設定するかによって、異な
る患者と見なす感度を変えることができる。例えば規定値を０→０．２５→０．５→０．
７５と大きくするほど、異なる患者と見なす感度が小さくなる。
【００６１】
　また、上述の実施の形態では、判定部２０４によって同一患者でない判定結果が得られ
た場合（つまり患者の取り違えが生じている可能性が高い場合）に、ベッドサイドモニタ
ー１０１、１０２、１０３でこのことを知らせるアラーム通知を行ったが、セントラルモ
ニター１１０やファイリングシステムのサーバー１２０にも判定結果を通知してセントラ
ルモニター１１０やファイリングシステムのサーバー１２０でもアラーム通知を行うよう
にしてもよい。
【００６２】
　さらに、上述の実施の形態では、モニタリング中断前の患者とモニタリング再開後の患
者とが同一患者か否かを判定する判定部２０４をベッドサイドモニターに設けた場合につ
いて述べたが、この判定は必ずしもベッドサイドモニターで行う必要がなく、例えばセン
トラルモニターやトランスポートモニター（つまり可搬型の生体情報モニター）などベッ
ドサイドモニター以外で行い、その結果をベッドサイドモニターに送るようにしてもよい
。この場合のモニター管理システムは、生体情報取得部と、モニタリング中断前に記憶さ
れた生体情報と、モニタリングが再開された後に前記生体情報取得部によって取得された
生体情報と、を比較し、モニタリング中断前の患者とモニタリング再開後の患者とが同一
患者か否かを判定する判定部と、有すればよい。
【００６３】
　さらに、本発明は、ベッドサイドモニターに限らず、要は入床操作、退床操作、中断操
作及び継続操作などの操作が必要な生体情報モニターに適用可能である。
【産業上の利用可能性】
【００６４】
　本発明は、入床操作、退床操作、中断操作及び継続操作などの操作が必要な生体情報モ
ニター及びモニター管理システムに広く適用可能である。
【符号の説明】
【００６５】
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　１００　モニター管理システム
　１０１、１０２、１０３　ベッドサイドモニター
　１１０　セントラルモニター
　１２０、１３０　サーバー
　２０１　生体情報測定部
　２０２　操作部
　２０３　生体情報記憶部
　２０４　判定部
　２０５　通知部

【図１】 【図２】

【図３】
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